
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

被
疑
者
写
真
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則

被
疑
者
写
真
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

被
疑
者
写
真
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
被
疑
者
写
真
を
撮
影
し
、
こ
れ
を
組
織
的
に
管
理
し
、
運
用
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を

定
め
、
も
っ
て
犯
罪
捜
査
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
被
疑
者
写
真
記
録
の
作
成
）

第
二
条
　
警
視
庁
、
道
府
県
警
察
本
部
若
し
く
は
方
面
本
部
の
犯
罪
捜
査
を
担
当
す
る
課
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を

含
む
。
）
の
長
又
は
警
察
署
長
（
以
下
「
警
察
署
長
等
」
と
い
う
。
）
は
、
所
属
の
警
察
官
が
被
疑
者
を
逮
捕
し
、

若
し
く
は
そ
の
引
渡
し
を
受
け
た
と
き
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
依
頼
を
受
け
た
と
き
は
、
画
像
を
電
磁
的
方

法
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
被
疑
者
の
写
真
（
以
下
「
被
疑
者
写
真
」
と
い
う
。
）
を
撮
影
し
、
当
該

被
疑
者
写
真
及
び
当
該
被
疑
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
当
該
被
疑
者
を
識
別
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
電

磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
た
も
の
（
以
下
「
被
疑
者
写
真
記
録
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
被
疑
者
を
他
の
警
察
署
長
等
に
引
き
渡
す
場
合
に
は
、
被
疑
者
写
真
記
録
の
作
成
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
警
察
署
長
等
は
、
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
な
い
被
疑
者
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
又
は
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
依
頼
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
承
諾
を
得
て
被
疑
者
写
真
を
撮
影
し
、
被
疑
者
写
真
記
録
を
作
成

す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
関
東
管
区
警
察
局
サ
イ
バ
ー
特
別
捜
査
隊
長
は
、
所
属
の
警
察
官
が
被
疑
者
を
逮
捕
し
、
又
は
そ
の
引
渡
し
を

受
け
た
と
き
は
、
関
係
都
道
府
県
警
察
の
警
察
署
長
等
に
対
し
、
当
該
被
疑
者
写
真
の
撮
影
及
び
当
該
被
疑
者
写

真
記
録
の
作
成
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
被
疑
者
を
警
察
署
長
等
に
引
き
渡
す
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
は
な
い
。

４
　
関
東
管
区
警
察
局
サ
イ
バ
ー
特
別
捜
査
隊
長
は
、
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
な
い
被
疑
者
に
つ
い
て
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
都
道
府
県
警
察
の
警
察
署
長
等
に
対
し
、
当
該
被
疑
者
写
真
の
撮
影
及
び
当
該
被
疑

者
写
真
記
録
の
作
成
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。

（
被
疑
者
写
真
記
録
の
送
信
）

第
三
条
　
警
察
署
長
等
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
写
真
記
録
を
作
成
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
被
疑
者

写
真
記
録
を
警
視
庁
、
道
府
県
警
察
本
部
又
は
方
面
本
部
の
鑑
識
課
長
（
以
下
「
府
県
鑑
識
課
長
」
と
い
う
。
）

に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
府
県
鑑
識
課
長
は
、
被
疑
者
写
真
記
録
の
送
信
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
た
後
、
速
や
か
に
当

該
被
疑
者
写
真
記
録
を
警
察
庁
刑
事
局
犯
罪
鑑
識
官
（
以
下
「
警
察
庁
犯
罪
鑑
識
官
」
と
い
う
。
）
に
電
磁
的
方

法
に
よ
り
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
疑
者
写
真
記
録
の
保
管
）

第
四
条
　
警
察
庁
犯
罪
鑑
識
官
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
写
真
記
録
の
送
信
を
受
け
た
と
き
は
、
こ

れ
を
整
理
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
疑
者
写
真
記
録
の
抹
消
）

第
五
条
　
警
察
庁
犯
罪
鑑
識
官
は
、
そ
の
保
管
す
る
被
疑
者
写
真
記
録
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
被
疑
者
写
真
記
録
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
疑
者
写
真
記
録
に
係
る
者
が
死
亡
し
た
と
き
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
疑
者
写
真
記
録
を
保
管
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
被
疑
者
写
真
照
会
）

第
六
条
　
警
察
署
長
等
は
、
被
疑
者
の
特
定
そ
の
他
犯
罪
捜
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
庁
犯

罪
鑑
識
官
に
対
し
、
被
疑
者
写
真
照
会
（
警
察
庁
犯
罪
鑑
識
官
の
管
理
す
る
被
疑
者
写
真
記
録
の
う
ち
か
ら
必
要

な
被
疑
者
写
真
記
録
を
検
索
し
、
該
当
す
る
被
疑
者
写
真
記
録
を
送
信
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

（
被
疑
者
写
真
の
閲
覧
）

第
七
条
　
警
察
署
長
等
は
、
被
疑
者
の
特
定
そ
の
他
犯
罪
捜
査
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要

な
限
度
に
お
い
て
、
被
害
者
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
者
に
対
し
て
被
疑
者
写
真
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
協
力
の
求
め
）

第
八
条
　
関
東
管
区
警
察
局
サ
イ
バ
ー
特
別
捜
査
隊
長
は
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五

条
第
四
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
に
お
け
る
被
疑
者
写
真
の
撮
影
、
管

理
及
び
運
用
に
関
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
都
道
府
県
警
察
の
警
察
署
長
等
に
協
力
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
規
則
の
実
施
に
関
す
る
細
目
）

第
九
条
　
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
警
察
庁
長
官
が
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
当
分
の
間
、
警
察
庁
長
官
が
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
ご
と
に
指

定
す
る
都
道
府
県
警
察
以
外
の
都
道
府
県
警
察
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
第
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
な
い
都
道
府
県
警
察
に
つ
い
て
は

改
正
前
の
被
疑
者
写
真
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
、
第
四
条
第
二
項
又
は
第
六
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
都
道
府
県
警
察

に
つ
い
て
は
旧
規
則
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
第

五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
写
真
」
と
あ
る
の
は
、
「
写
真
（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
た
被
疑
者
写
真
の

画
像
を
印
画
紙
に
焼
き
付
け
た
も
の
を
含
む
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
都
道
府
県
警
察
の
警
察
署
長
等
は
、
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
間
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
疑
者
写
真
資

料
等
の
送
付
に
併
せ
て
、
当
該
被
疑
者
写
真
資
料
等
に
係
る
被
疑
者
写
真
の
画
像
を
焼
き
付
け
た
印
画
紙
を
府
県

鑑
識
課
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
府
県
鑑
識
課
長
は
、
送
付
を
受
け
た
当
該
印

画
紙
を
整
理
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
旧
規
則
第
三
条
第
一
項
（
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
被
疑
者
写
真
票
及
び
そ
の
写
真
の
原
板
の
保
管
、
そ
の
写
真
の
焼
増
し
又
は
複
写
並
び
に

写
真
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
足
跡
取
扱
規
則
、
被
疑
者
写
真
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す

る
規
則
又
は
指
紋
等
取
扱
規
則
の
規
定
に
よ
り
警
察
庁
刑
事
局
鑑
識
課
長
が
し
た
保
管
そ
の
他
の
行
為
又
は
警
察

庁
刑
事
局
鑑
識
課
長
に
対
し
て
さ
れ
た
照
会
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
後
の
足
跡
取
扱
規
則
、
被
疑
者
写
真
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
又
は
指
紋
等
取
扱
規
則
の

相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
警
察
庁
刑
事
局
犯
罪
鑑
識
官
が
し
た
保
管
そ
の
他
の
行
為
又
は
警
察
庁
刑
事
局
犯
罪
鑑

識
官
に
対
し
て
さ
れ
た
照
会
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
八
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


